
◎
主
要
食
糧
の
需
給
及
び
価
格
の
安
定
に
関

す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
平
成
二
一
年
四
月
二
四
日
法
律
第
二
七
号
）

一
、
提
案
理
由（
平
成
二
一
年
三
月
一
二
日
・
衆
議
院
農
林
水
産
委

員
会

）

○
石
破
国
務
大
臣

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
略
）…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

続
き
ま
し
て
、
主
要
食
糧
の
需
給
及
び
価
格
の
安
定
に
関
す
る
法
律
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
つ
き
ま
し
て
、
そ
の
提
案
の
理
由
及
び
主
要

な
内
容
を
御
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。

米
穀
は
、
国
民
の
主
食
で
あ
り
、
最
も
安
心
し
て
食
べ
た
い
食
物
で
あ

る
と
と
も
に
、
我
が
国
農
業
の
基
幹
作
物
で
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
適

正
か
つ
円
滑
な
流
通
を
図
る
こ
と
が
重
要
で
あ
り
ま
す
。

し
か
し
な
が
ら
、
昨
年
の
事
故
米
穀
の
不
正
規
流
通
問
題
の
発
生
に
よ

り
、
非
食
用
と
し
て
販
売
さ
れ
た
米
穀
が
食
用
に
転
売
さ
れ
る
な
ど
、
事

業
者
に
よ
る
不
適
正
な
行
為
が
明
ら
か
と
な
り
、
米
穀
の
流
通
に
対
す
る

国
民
の
信
頼
が
大
き
く
揺
ら
ぐ
こ
と
と
な
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
た
め
、
米
穀
の
適
正
か
つ
円
滑
な
流
通
の
確
保
を
図
る
こ
と
を
目

的
と
し
て
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
し
た
次
第
で
あ
り
ま
す
。

次
に
、
こ
の
法
律
案
の
主
要
な
内
容
に
つ
き
ま
し
て
御
説
明
申
し
上
げ

ま
す
。

第
一
に
、
農
林
水
産
大
臣
は
、
米
穀
の
適
正
か
つ
円
滑
な
流
通
を
確
保

す
る
た
め
、
米
穀
の
用
途
別
の
管
理
の
方
法
そ
の
他
の
米
穀
の
出
荷
ま
た

は
販
売
の
事
業
を
行
う
者
が
そ
の
業
務
の
方
法
に
関
し
遵
守
す
べ
き
事
項

を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
、
そ
の
違
反
者
に
対
し
、
勧
告
及
び

命
令
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

第
二
に
、
立
入
検
査
の
拒
否
に
対
す
る
罰
則
と
し
て
懲
役
刑
を
導
入
す

る
な
ど
、
罰
則
の
強
化
を
行
う
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

以
上
が
、
こ
れ
ら
三
法
案
の
提
案
の
理
由
及
び
主
要
な
内
容
で
あ
り
ま

す
。何

と
ぞ
、
慎
重
に
御
審
議
の
上
、
速
や
か
に
御
可
決
い
た
だ
き
ま
す
よ

う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

二
、
衆
議
院
農
林
水
産
委
員
長
報
告（
平
成
二
一
年
三
月
二
四
日
）

○
遠
藤
利
明
君

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
三
法
律
案
に
つ
き
ま
し

て
、
農
林
水
産
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
及
び
結
果
を
御
報
告
申
し

上
げ
ま
す
。
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米
穀
等
の
取
引
等
に
係
る
情
報
の
記
録
及
び
産
地
情
報
の
伝
達
に
関
す

る
法
律
案
及
び
主
要
食
糧
の
需
給
及
び
価
格
の
安
定
に
関
す
る
法
律
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律
案
は
、
事
故
米
穀
の
不
正
規
流
通
事
案
の
発
生
を
踏

ま
え
、
米
穀
等
の
食
品
と
し
て
の
安
全
性
の
確
保
、
表
示
の
適
正
化
及
び

適
正
か
つ
円
滑
な
流
通
を
確
保
す
る
た
め
、
米
穀
等
を
取
り
扱
う
事
業
者

に
対
し
、
取
引
等
に
係
る
情
報
の
記
録
及
び
産
地
情
報
の
伝
達
を
義
務
づ

け
る
と
と
も
に
、
米
穀
の
出
荷
ま
た
は
販
売
の
事
業
を
行
う
者
が
遵
守
す

べ
き
事
項
に
関
す
る
規
定
を
整
備
す
る
等
の
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も

の
で
あ
り
ま
す
。

三
法
律
案
は
、
去
る
三
月
十
一
日
本
委
員
会
に
付
託
さ
れ
、
翌
十
二
日

三
法
律
案
を
一
括
し
て
議
題
と
し
、
石
破
農
林
水
産
大
臣
か
ら
提
案
理
由

の
説
明
を
聴
取
し
た
後
、
十
八
日
か
ら
質
疑
に
入
り
、
参
考
人
か
ら
意
見

を
聴
取
す
る
な
ど
慎
重
に
審
査
を
行
い
、
十
九
日
質
疑
を
終
局
し
ま
し

た
。
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次
い
で
、
主
要
食
糧
の
需
給
及
び
価
格
の
安
定
に
関
す
る
法
律
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
案
に
つ
い
て
は
、
採
決
の
結
果
、
全
会
一
致
を
も
っ
て

原
案
の
と
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
議
決
し
た
次
第
で
あ
り
ま
す
。

な
お
、
三
法
律
案
に
対
し
附
帯
決
議
が
付
さ
れ
ま
し
た
。

以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

○
附
帯
決
議（
平
成
二
一
年
三
月
一
九
日
）

（
米
穀
の
新
用
途
へ
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律（
平
二
一
法
二
五
）

の
附
帯
決
議
と
一
括
し
て
掲
載
）

三
、
参
議
院
農
林
水
産
委
員
長
報
告（
平
成
二
一
年
四
月
一
七
日
）

○
平
野
達
男
君

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
三
法
律
案
に
つ
き
ま
し

て
、
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
と
結
果
を
御
報
告
い
た
し
ま
す
。
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次
に
、
主
要
食
糧
の
需
給
及
び
価
格
の
安
定
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
案
は
、
米
穀
の
適
正
か
つ
円
滑
な
流
通
の
確
保
を
図
る
た

め
、
米
穀
の
出
荷
又
は
販
売
の
事
業
を
行
う
者
が
遵
守
す
べ
き
事
項
に
関

す
る
規
定
を
整
備
す
る
と
と
も
に
、
立
入
検
査
の
忌
避
等
に
対
す
る
罰
則

を
強
化
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
以
上
の
三
案
を
一
括
し
て
議
題
と
し
、
ま

ず
千
葉
県
で
現
地
視
察
を
行
う
と
と
も
に
、
事
故
米
穀
の
不
正
規
流
通
問

題
の
再
発
防
止
策
、
新
用
途
米
穀
の
需
要
喚
起
に
必
要
な
効
果
的
施
策
、

米
穀
等
の
産
地
情
報
伝
達
と
Ｊ
Ａ
Ｓ
法
の
原
料
原
産
地
表
示
と
の
関
係
、

米
の
ト
レ
ー
サ
ビ
リ
テ
ィ
ー
導
入
に
係
る
関
係
事
業
者
の
負
担
軽
減
策
、

す
べ
て
の
飲
食
料
品
に
ト
レ
ー
サ
ビ
リ
テ
ィ
ー
を
導
入
す
る
必
要
性
、
米

の
適
正
な
流
通
を
確
保
す
る
た
め
の
監
視
体
制
の
在
り
方
、
米
の
用
途
別

管
理
等
に
お
け
る
ふ
る
い
下
米
の
取
扱
い
等
に
つ
い
て
質
疑
が
行
わ
れ
ま
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し
た
が
、
そ
の
詳
細
は
会
議
録
に
よ
っ
て
御
承
知
願
い
ま
す
。

質
疑
を
終
局
し
、
順
次
採
決
の
結
果
、
三
法
律
案
は
い
ず
れ
も
全
会
一

致
を
も
っ
て
原
案
ど
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

な
お
、
三
法
律
案
に
対
し
て
附
帯
決
議
が
付
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

○
附
帯
決
議（
平
成
二
一
年
四
月
一
六
日
）

（
米
穀
の
新
用
途
へ
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律（
平
二
一
法
二
五
）

の
附
帯
決
議
と
一
括
し
て
掲
載
）

主
要
食
糧
の
需
給
及
び
価
格
の
安
定
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

八
九


